






対 象 事 業
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事業の種類

国道、県道、市町村道、
農道、林道

大規模林道

事業の規模要件等

ダム

堰

放水路

鉄道

軌道

飛行場

水力発電所

火力発電所

地熱発電所

風力発電所

太陽電池発電所

廃棄物最終処分場

廃棄物焼却施設

し尿処理施設

公有水面の埋立て・干拓

土地区画整理事業

新住宅市街地開発事業

工業団地の造成事業

新都市基盤整備事業

流通業務団地の造成事業

住宅団地の造成事業

農用地の造成事業

スポーツ又は
レクリエーション施設

ゴルフ場

下水道終末処理場

工場、事業場

豚房施設

岩石、土、砂利の採取

その他の造成事業

4車線以上かつ長さ5km以上
（森林地域（注1）においては2車線以上かつ長さ10km以上）

幅員6.5m以上かつ長さ10km以上

貯水面積50ha以上

湛水面積50ha以上又は改築後の面積50ha以上かつ増加面積25ha以上

土地改変面積50ha以上

長さ5km以上

長さ5km以上

滑走路の長さ1,250m以上又は延長後の長さ1,250m以上かつ延長部分250m以上

出力15,000kW以上

出力75,000kW以上

出力5,000kW以上

出力5,000kW以上（一定の条件(注2)に該当する事業は除く。）

発電所の敷地面積20ha以上(注3)

新設すべて

処理能力4t／時以上又は100t／日以上

処理能力100kL／日以上

面積25ha以上(干潟等地域(注4)を含む場合は面積5ha以上)

面積50ha以上(地下水保全地域(注5)においては面積(人口集中地区(注6)の面積を除く)25ha以上(注7))

面積50ha以上(地下水保全地域においては面積25ha以上(注7))

面積50ha以上(地下水保全地域においては面積25ha以上(注7))

面積50ha以上(地下水保全地域においては面積25ha以上(注7))

面積50ha以上(地下水保全地域においては面積25ha以上(注7))

面積50ha以上(地下水保全地域においては面積25ha以上(注7))

面積100ha以上(農用地以外の土地から農用地への地目変換に係わるものに限る)

面積50ha以上(地下水保全地域においては面積25ha以上(注7))

面積20ha以上又は変更後の面積20ha以上かつ増加面積5ha以上

計画処理人口10万人以上

燃料使用量8kL／時又は平均排出水量1万m3／日以上
(地下水保全地域においては平均排出水量0.5万m3／日以上)

施設面積7,500m2以上又は増設後の総面積9,000m2以上

採取面積30ha以上又は変更後の面積50ha以上

上記以外の工作物の用に供する土地の造成事業で面積50ha以上
(地下水保全地域においては面積25ha以上(注7))

○港湾計画 埋立て区域及び掘込み地域の面積の合計が150ha以上

(注1)「森林地域」とは、国土利用計画法に規定する森林地域(農用地区域との重複部分を除く)をいう。

(注3) 太陽電池発電所の敷地面積には、太陽電池アレイやコンディショナー等の設備の他、調整池や残置森林等の面積を含む。

(注4)「干潟等地域」とは、干潟、藻場及び国土利用計画法に規定する自然公園地域をいう。

(注5)「地下水保全地域」とは、熊本県地下水保全条例の指定地域をいう。

(注6)「人口集中地区」は、最近の国勢調査の結果による。

(注7) 事業により採取する地下水の量及び開発により減少する地下水の涵養量を超えて涵養を実施する等が確実であると見込まれるものと
して知事が認める事業を除く。(50ha以上を適用)

※この表は、条例施行規則別表第1を要約したものですので、具体の事業への適用に当たっては、同表を参照してください。

【参考：地下水保全地域】熊本市、八代市(旧八代市、旧千丁町、旧鏡町)、荒尾市、玉名市、天草市(旧本渡市、旧五和町)、山鹿市(旧山鹿市、旧鹿本町、旧鹿央町)、菊池市、
宇城市(旧松橋町、旧小川町)、合志市、玉東町、長洲町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町

(注2) 風力発電所の「一定の条件」とは、発電設備の設置場所の周囲1kmに学校・住宅等の建築物がないこと、事業実施区域が自然公園等
の地域に指定されていないこと、事業特性及び地域特性に応じて環境保全措置を取ることが確実であると見込まれるものとして知事が
認めるものであることを指します。


